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         製 品 安 全 デ ー タ シ ー ト 

 
                    作成日 平成 21年 4月 1日 

1. 製品及び会社情報 

  製品名           :  有害金属成分蛍光 X線分析用プラスチック認証標準物質 
  製品コード番号      :  JSAC 0611、JSAC 0612、JSAC 0613、JSAC 0614、JSAC 0615 
  MSDS整理番号    :  MSDS－JSAC 0611, 0612、0613、0614、0615 
  会社名             :  社団法人 日本分析化学会 

住所            :  〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目 26番 2号 
五反田サンハイツ 304号 

     電話番号         :  TEL: 03-3490-3351 
FAX 番号        :  FAX: 03-3490-3572 
緊急時の連絡先  :  TEL: 03-3490-3351 
推奨用途及び使用上の制限 :  有害金属成分蛍光 X線分析用のプラスチック標準物質 

                                                                          

2. 組成及び成分情報 

   ・ 単一製品・混合物の区別       ： 混合物 

            化学名又は一般名     ： ポリエステル樹脂 
官報公示整理番号   ： 情報なし 
（化審法、安衛法）   

CAS No.      ： 情報なし 
危険有害成分         ： 情報なし 

    ・ 参考 

     本製品にはつぎの物質を含む。（質量分率,%） 

 JSAC 0611 JSAC 0612 JSAC 0613 JSAC 0614 JSAC 0615 
Pb (%) 無添加 0.0065 0.014 0.027 0.051 

Cd (%) 無添加 0.0020 0.0043 0.011 0.019 

Cr (%) 無添加 0.018 0.037 0.069 0.15 

     1) Pb ： テトラフェニル鉛              
       2) Cd ： シクロヘキサン酪酸カドミウム 
       3) Cr： アセチルアセトネートクロム (Ⅲ) 
     
3. 危険有害性の要約 
   ・ 分類の名称             ： 可燃性固体  

   ・ 最重要危険有害性及び影響  ： 毒物及び劇物取締法に該当しない。 

                          可燃性物質であり、着火源があれば燃える。 

眼、皮膚を刺激することがある。 

   ・ 特定の危険有害性        ： 燃焼や溶融などの高温で一酸化炭素、二酸化炭素などの有害 

ガスが発生する可能性がある。 
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4. 応急措置 
   ・ 吸入した場合       ： 本製品は該当しない。 

   ・ 皮膚に付着した場合  ： 本製品は該当しない。 

   ・ 眼に入った場合     ： 本製品は該当しない。 

  ・ 飲み込んだ場合     ： 本製品は該当しない。 

    

5. 火災時の措置 
  ・ 消火剤              ： 水噴霧、泡消火剤、炭酸ガス、粉末消火剤 

  ・ 火災時の特定危険有害性  ： 不完全燃焼すると一酸化炭素、二酸化炭素等の有毒ガスを発生 

する。 

  ・ 特定の消火方法        ： 風上から、水や炭酸ガスにより消火する。 

  ・ 消火を行う者の保護      ： 大規模な火災の場合は、呼吸器用保護具を着用する。 

     

6. 漏出時の措置 
  ・ 人体に対する注意事項  ： 人体に対する危険有害性は小さいと考えられる。 

  ・ 環境に対する注意事項  ： 環境への影響は小さいが、長期間残留すると考えられるので、環境 

中に廃棄しない。 

   ・ 除去方法              ： ほうきや掃除機等で全量回収する。 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 
  ・ 取扱い上の注意 ： 

常温では引火性はないが、消防法指定可燃物であり、火気の取り扱いには注意する。 

  ・ 保管上の注意 ： 

        直射日光に当たらない、熱源から離れた冷暗所に保管する。 

強酸化剤、濃硫酸、フェノールとの混蝕は禁止。 

  

8. 暴露防止及び保護措置 
  ・ ポリエステル樹脂 

管理濃度             ： データなし 

許容濃度             ： 日本産業衛生学会 ( 2004年版)  
                       ACGIH (   年版)  データなし 
設備対策              ： 快適な作業環境を得るため、作業箇所の密閉化及び換気・ 

排気などを設けることが望ましい。 

       保護具                

         呼吸器用の保護具     ： 通常の使用条件では該当しない。 

         手の保護具          ： 通常の使用条件では該当しない。 

         眼の保護具          ： 通常の使用条件では該当しない。 

         皮膚及び身体の保護具  ： 通常の使用条件では該当しない。 
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9. 物理的及び化学的性質 
外観（物理的状態、形状、色等）    ： 白色半透明固体 

      臭い                            ： 無臭 

pH                             ： 該当しない。 
沸点                         : データなし 

        融点                          ： データなし 

      分解温度                        ： データなし 
      引火点                          ： データなし 

発火点                          ： データなし 

燃焼性                          ： データなし 

燃焼又は爆発範囲に上限/下限     ： データなし 

蒸気圧                       ： データなし 

      揮発性                       ： データなし 

      比重又は嵩比重                 ： 1.10～1.40 g/cm3 
      溶解度                       ： データなし 

オクタノール/水分配係数          ： データなし 

      その他                       ： データなし  

  

10. 安定性及び反応性 
      安定性                      ： 常温では安定で反応性に乏しい。 

        危険有害な分解生成物        ： 燃焼時一酸化炭素、二酸化炭素などの有害ガスが 

発生する。 

      特定条件下での危険な反応    ： 通常の状態では危険な反応はないと考えられる。 

発生する。 

    

11. 有害性情報  
    ・ ポリエステル樹脂 

       急性毒性 （LD50等）          ： データないが、急性毒性は低いと考える。 
       局所効果 (皮膚、眼)           ： データないが、皮膚刺激性は低いと考える。 

        

12. 環境影響情報 
    ・ 生態毒性            ： データなし 

 ・ 残留性・分解性       ： 環境中で長期間残留すると考えられる。 

  ・ 生体蓄積性          ： ないと考えられる。 

  ・ 土壌中の移動性      ： データなし 

  ・ 環境影響            ： 直接環境に影響する可能性は小さい。 

   

13. 廃棄上の注意 
   ・ 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づいて処理する。その他、使用地域の関係法規制 

      等に準拠して実施すること。 

   ・ 廃棄は都道府県認可の産廃業者に委託する。 
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14. 輸送上の注意 
    ・ 国連分類他輸送に関する法規則には該当しない。 

・ 運搬に際しては、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積載、梱包し容器を破損させ 

      ない等の一般的な注意事項に従う。 

・ 酸類及び強酸化性物質と混載してはならない。 

・ その他、毒物及び劇物取締法などの法令に定める規定に従う。 

   

15. 適用法令及び関係法令 
    ・ 消防法  消防法指定可燃物 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （産業廃棄物、廃プラスチック類） 

・ PRTR法  第 1種指定化学物質 
・ 大気汚染防止法  施行令第 1条有害物質 
・ 水質汚濁防止法  施行令第 2条有害物質 
・ 労働安全衛生法（粉塵則） 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ 危規則  第 3条危険物告示別表第 4毒物 
     ・ 航空法  施行規則第 194条危険物告示別表第 9毒物 
     ・ 港則法  施行規則第 12条危険物告示毒物 
     

16. その他の情報 
 引用文献 

・長瀬産業株式会社編 ： （テトラフェニル鉛、シクロヘキサン酪酸カドミウム、アセチルアセト 
ネートクロム (Ⅲ)の製品安全データ シート 

 

‹記載内容の取扱い› 

   ・ 本製品はポリエステル樹脂製の有害金属成分蛍光 X線分析用プラスチック認証標準物質として 
      使用するもので、物理化学的性質、危険性・有害性情報等に関しては、いかなる保証をするもの 

ではありません。詳細は各物質のMSDSを参照下さい。 
   ・ 注意事項は、本製品の通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いを行った場合には、 

      かならず用途、用法に適した安全対策を実施のうえご利用下さい。 

   ・ 本製品に含まれる金属化合物は調製前の状態と本製品になった状態との関係が不明のため、 

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分に注意をして下さい。 

  

 

                                                            以 上 

 


